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海
賊
対
処
法
の
適
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

三
月
五
日
、
ソ
マ
リ
ア
沖
で
商
船
三
井
が
運
行
す
る
重
油
タ
ン
カ
ー
（
バ
ハ
マ
船
籍
）
が
海
賊
に
襲
撃
さ
れ
乗
っ
取
ら
れ
る

事
件
が
起
き
、
周
辺
海
域
を
警
戒
し
て
い
た
米
軍
に
よ
り
、
海
賊
四
名
が
拘
束
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
日
本
政
府
は
、
米
軍
か
ら

海
賊
四
名
の
身
柄
の
引
渡
し
を
受
け
、
海
賊
対
処
法
違
反
の
疑
い
で
逮
捕
し
た
。
海
賊
は
海
上
保
安
庁
の
航
空
機
で
日
本
に
移

送
さ
れ
、
取
調
べ
を
受
け
た
後
、
起
訴
さ
れ
た
。
海
賊
対
処
法
を
適
用
し
、
起
訴
す
る
の
は
今
回
が
初
め
て
で
あ
る
。

右
を
踏
ま
え
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

今
回
、
被
害
に
あ
っ
た
商
船
三
井
の
タ
ン
カ
ー
は
バ
ハ
マ
船
籍
で
、
乗
組
員
は
全
員
外
国
人
で
あ
り
、
米
軍
に
よ
り
拘
束

さ
れ
た
。
身
柄
の
引
き
渡
し
に
つ
い
て
明
確
な
国
際
ル
ー
ル
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
中
、
今
回
、
米
側
か
ら
海
賊
四
名
の
身

柄
を
引
き
受
け
、
日
本
に
移
送
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

二

海
賊
の
身
柄
を
引
き
受
け
た
国
の
費
用
負
担
は
大
き
い
と
さ
れ
る
。
今
回
、
海
賊
の
日
本
移
送
で
発
生
し
た
費
用
、
ま
た

現
地
で
の
捜
査
等
で
必
要
と
さ
れ
た
費
用
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
把
握
す
る
数
字
を
示
さ
れ
た
い
。

三

起
訴
さ
れ
た
自
称
ソ
マ
リ
ア
人
の
海
賊
四
名
に
つ
い
て
、
一
名
が
未
成
年
の
た
め
家
庭
裁
判
所
へ
送
致
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
捜
査
に
お
い
て
、
如
何
に
し
て
海
賊
の
国
籍
、
年
齢
、
氏
名
等
を
特
定
出
来
た
か
示
さ
れ
た
い
。

一



四

海
賊
に
対
し
、
現
地
と
は
遠
く
離
れ
た
日
本
で
裁
き
、
処
罰
を
与
え
る
こ
と
で
、
海
賊
が
更
生
し
、
海
賊
行
為
の
抑
制
に

繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

国
際
問
題
で
あ
る
海
賊
に
対
し
、
各
国
連
携
の
下
、
対
策
を
講
じ
て
い
る
現
状
で
、
今
回
の
海
賊
行
為
に
対
し
、
日
本
が

適
切
な
対
応
、
処
置
を
行
う
こ
と
が
国
際
的
に
果
た
す
べ
き
責
任
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

六

海
賊
対
処
法
は
、
今
回
の
事
例
の
よ
う
に
他
国
が
拘
束
し
た
海
賊
を
引
き
受
け
、
移
送
す
る
こ
と
に
関
す
る
規
定
が
な
い

こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
今
後
、
法
整
備
等
の
対
応
は
必
要
だ
と
認
識
し
て
い
る
か
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


